
【 参 考 】 

参加が制限される例 

①親会社等と子会社等の二者 

②親会社等を同じくする子会社等同士 

③役員の兼任 

④その他、上記と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

親子会社の例 

ある会社からみた場合の子会社とされる会社の例は以下のとおりです。 

①直接過半数の議決権を所有している場合 

②ある会社と子会社をあわせて議決権の過半数を所有している場合 

③子会社が議決権の過半数を所有している場合 



共同企業体（ＪＶ）の取扱い 

ＪＶの代表者と他のＪＶの構成員又は単体の競争参加者との間に資本関係又は人的関係がある場合は競

争参加を制限します。 


